
1 

三重県被災建築物 
（第 3 号） 

2005.02.10 
 

判定活動情報「三重県被災建築物応急危険度判定士たより」第３号を作成しました。今後の判定活動にご活用

いただくとともに一層のご協力をお願いします。 
 こ れ ま で の 活 動 に つ い て  

三重県震後対策推進協議会総会を開催しました。                      
平成１６年８月２７日、三重県水産会館において、

平成１６年度三重県震後対策推進協議会（会員：三重

県、市町村、（社）三重県建築士会、（社）三重県建築

士事務所協会、（社）三重県建設業協会、（社）日本建

築家協会東海支部三重地域会）総会を開催しました。

これは従来の被災建築物応急危険度判定協議会と今年

度の発足を予定していた被災宅地危険度判定協議会を

統合して新たに発足したものです。建築物の応急危険

度判定と宅地の危険度判定において、被害状況等の情

報を相互に共有することにより、建物や宅地の震後対

策を円滑に進めることを目的としています。 

 
全国ではこれまでに次のような判定活動を行っています。                  
新潟県中越地震では１５名の公務員判定士（三重県職員６名、市職員９名）の他、民間からも９名の方が判定活

動に参加しました。 
時 期 地 震 名 判定棟数 延べ判定士数 

兵庫県南部地震 46,610 棟 約 6,500 人・日 1995 
新潟県北部の地震 342 棟 12 人・日 

1996 宮城県北部地震 169 棟 34 人・日 
1997 鹿児島県薩摩地方を震源とする地震 2,048 棟 220 人・日 
1999 秋田県沖を震源とする地震 9 棟 4 人・日 
2000 鳥取県西部地震 4,080 棟 約 330 人・日 
2001 芸予地震 1,763 棟 636 人・日 

三陸南地震 6 棟 5 人・日 2003 
宮城県北部地震 7,245 棟 743 人・日 

2004 新潟県中越地震 36,143 棟 3,821 人・日 
 
本県ではこんな訓練を行っています。                           
○ 平成１６年度三重県総合防災訓練（平成１６年９月４日） 
訓練は、南海トラフを震源とするプレート境界型地

震が発生し、四日市地域では全域で震度６弱を記録し

た。この結果、多くの人的被害のほか、家屋の倒壊、

土砂崩れ、道路・橋梁の損壊、ライフラインの寸断の

ほか、四日市コンビナートの石油タンクが炎上、四日

市港内海上に大量の油が流出するなど、広い範囲で甚

大な被害が発生しているとの想定のもとに、県、四日

市市及び三重郡４町、三重県消防長会の主催で、地域

住民や県内各地の消防本部、陸上自衛隊、県警、日赤

三重県支部、中部電力、ＮＴＴなど６５団体が参加し

て行われました。その一環として、三重県震後対策推

進協議会から４名の判定士を派遣し、被災家屋３棟の

応急危険度判定訓練を行いました。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 平成１６年度近畿ブロック被災建築物応急危険度判定協議会研修会（平成１６年１０月１３日～１４日） 
 万一の大地震時に市町村の判定実施本部が応急危険度判定活動を円滑に行うため、東南海・南海地震により本

県が被災したとの想定で、県、市町村職員を対象に必要判定士数の算定や応援要請連絡等のシミュレーション演

習を伊勢市観光文化会館で行いました。この研修会には近畿ブロックの２府７県の他、中部圏、中国・四国の会

員県より、９４名もの県、市町村の担当職員が参加し、判定実施本部や判定支援本部の業務を習得しました。 
 
○ 平成１６年度三重県被災建築物応急危険度判定連絡訓練（平成１７年１月１７日） 
 阪神淡路大震災から１０年目を迎えたこの日、本県では（社）三重県建築士会の協力により、平成１５年度に

新規登録いただいた県内の被災建築物応急危険度判定士の方々への連絡訓練を実施しました。連絡訓練は電話及

び電子メールにより行い、１３７名中８０名の方に連絡させていただくことができました。ご協力ありがとうご

ざいました。 

応 急 危 険 度 判 定 士 たよ り
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新潟県中越地震での応急危険度判定                            
新潟県中越地震の概要と三重県の応急危険度判定支援 

 
昨年 10 月 23 日に発生した新潟県中越地震で実施

された被災建築物応急危険度判定活動には、本県から

も公務員、民間合わせて 24 名の判定士が参加した。

広域支援体制による派遣要請を受けての判定士派遣は

本県として初めてのことであり、対応にあたった県土

整備部建築開発室でも広域支援体制のあり方はもとよ

り、県内被災時の応急危険度体制について、再考すべ

き点が多々あることを認識させられた。 
 

1. 新潟県中越地震の概要 
 発生日時：平成 16 年 10 月 23 日（土）17:56 頃 
 震源：新潟県中越地方 震源の深さ：13km 
 規模：Ｍ（マグニチュード）6.8 
 震度：震度７（川口町）、震度６強（小千谷市、小

国町）、震度６弱（長岡市、栃尾市、越路町ほか） 
  
2. 建物被害の状況 
新潟県(15 市 31 町 14 村)の建物被害数を下表に示す。 

住 家 被 害 非住家被害 

全壊 大規模 
半 壊 半壊 一部 

損壊 
公共 
施設 

その

他 
2,858 1,657 9,300 89,095 34,884 

新潟県資料(H16 12 28 9 00 現在) 
3. 応急危険度判定活動状況 
 判定活動は地震翌日の 10 月 24 日から 11 月 10 日

まで続けられ、判定戸数は 36,143 戸に達した。その

内訳は、「危険」5,243 戸（14.5%）、「要注意」

11,122 戸（30.8%）、「調査済」19,778 戸（54.7%）

であった。北海道・東北、10 都県、中部圏の各ブロ

ック被災建築物応急危険度判定協議会から派遣された

判定士の数は延べ 3,821 名に達した。 
 
4. 三重県からの判定活動状況 
 本県は中部圏ブロックの幹事県（愛知県）より、発

災 4 日目の 27 日に 1 回目の、28 日に 2 回目の派遣

要請を受け、下表のとおり派遣した。 
 第 1 陣*1 第 2 陣 
活動期間 10/30～10/31 11/2～11/4 
判定士 
構成 

県職員：3 名 
民間：7 名*2 
学識経験者：3 名 

県職員：3 名 
市職員：9 名*3 
民間：4 名*4 

判定地域 長岡市 栃尾市、越路町 
判定結果 約 150 棟 約 460 棟 
注）*1 学識経験者による被害調査も同時に実施 
  *2 三重県建築士事務所協会会員の判定士 
  *3 四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市より各 2 名、伊勢市より１名 
  *4 三重県建築士会会員の判定士 
 
5. 応援支援及び要請時における課題 
 第一に判定支援本部、判定実施本部の体制整備の重

要性が挙げられる。応援要請の仕方や被災地情報の提

供方法次第で、派遣側の準備のみならず、現地判定活

動にも影響を及ぼす。例えば宿泊手配にしても、今回

の派遣で判定士らは新潟市内にある判定支援本部へ活

動前日に集合し、判定地域の指示を受けることとなっ

ていたため、支援本部近くに宿の手配をしたが、現地

で指示された判定場所は宿泊地から離れた地域であり、

移動時間を含め相当な負担が判定士に強いられた。被

災地の判定支援本部である県、或いは判定支援調整本

部から事前に活動地域の指示があれば、より効率的な

活動が可能であったはずである。 
 第二に移動手段の確保が挙げられる。現地の道路規

制情報は概ね提供されていたため、車での被災地入り

は可能であったが、三重県から新潟県まで自ら運転し

て移動したことによる疲労は大変なものであった。ま

た、場合によっては倒壊家屋等により、車での移動が

困難な状況も十分に考えられる。要請側としてもどの

ように代替手段を確保するかを検討しておく必要があ

ろう。 
第三に判定資機材の整備が挙げられる。全国被災建

築物応急危険度判定協議会（以下、全国協議会）では

要請側、派遣側、各判定士別に準備すべきものを定め

ている。本県でも必要最低限の備品は備えているが、

数に限りがあり、万一、県内で判定活動が必要となっ

た場合には不十分である。また、より判定に適した機

材があるとの意見も今回現地入りした判定士からいた

だいているところであり、今後の応急危険度判定士登

録講習会等で建築士会とも連携しながら、判定士各自

で用意する物として周知を行っていきたい。 
 
6. おわりに 
 今回の判定活動では公務員判定士ばかりでなく、ボ

ランティアとして現地へ赴かれた民間判定士の方々か

らも判定活動に対する貴重なご意見をいただきました。

これらのご意見はとりまとめの上、全国協議会に提案

する予定です。また、判定活動にご協力いただきまし

た皆様方にはこの場を借りて御礼申し上げます。 
 

 
第 1 陣 

 
第 2 陣 
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新潟県中越地震で応急危険度判定に参加して 

 

      三重県県土整備部建築開発室    風呂晃行 

      三重県津地方県民局津建設部建築開発室  伊藤正通 

 
1. 派遣への経緯 

2004年10月23日(土)17時56分頃に発生した新潟県

中越地震は、本震後にも本震と同規模程度の余震が相

次ぎ、死傷者数4,500人以上、被害を受けた建築物の

数133,000棟以上という非常に大きな被害をおこした。

この地震をうけて、北陸地方整備局は、同月27日に

中部圏被災建築物応急危険度判定協議会に判定士の派

遣を要請し、協会会長県である愛知県の要請を受けて、

三重県では要請のあった翌々日の10月29日から10月
31日までを期間として応急危険度判定士８名を新潟

県に派遣した。 
なお要請日の翌日の28日にも同様の手順で二度目

の要請があり、11月２日から５日を期間として第２

陣を派遣した。 
 

2. 応急危険度判定士活動概要 
第１陣は、応急危険度判定実施日を10月30日、31

日の２日間と設定し前日の10月29日に北陸地方整備

局に向けて出発し同日夕方に到着し活動日、人員、連

絡体制を確認し新潟県長岡市内で判定活動を行うこと

等の打ち合わせを行った。翌日長岡市役所に向かい、

市内の詳細判定場所の打ち合わせ、再度連絡体制を確

認し判定場所へ行った。判定活動は１班を判定士２名

で構成し、日没までを活動期限として判定を行った。

判定後はその日のうちに長岡市役所で打ち合わせを行

い、判定結果及び調査状況を報告し、翌日の判定活動

の打ち合わせを行い解散した。 
応急危険度判定の内容は本来外観のみで判定できる

ものとなっているが、現地では住民の希望もあり、ほ

とんどの建物で建物内部にも立ち入って調査した。ま

た、当面の危険性や修繕の方法についてもあわせて説

明を行ったために１件あたりの判定に相当時間を費や

し、１日の判定では20件程度が精一杯であった。 
 

 
判定活動の様子 

 
3. 建築物の状況 
判定対象となった現地の建築物の状況は下のとおり

であった。 
A) 木造建築物 
一部大破した建築物もみられたが、ほとんど

の建築物はボードの変位によるクロスの破れや、

基礎土台の軽微なひび割れ程度の被害でおさま

っていた。年代的には最近のいわゆるプレハブ

住宅については外観の被害はほとんど見られず、

旧来の建築物、特に昭和56年以前の旧耐震基準

に基づいた建築物に被害が集中している。具体

的な被害例としては、地震の揺れによるとみら

れる建築物の傾きや地盤変動による基礎の不同

沈下、土塗り壁の剥離、筋交いの破断、屋根瓦

（棟瓦）の落下等であった。 
なお、この地方では、積雪対策として構造体

に余裕を見ていること、地階もしくは１階をRC
造の車庫または物置としたものの上部に木造住

宅が建築されていることが多く、このＲＣ造等

の構造体により比較的軽微な損傷で免れている

住宅が多数見受けられた。 
 

 
木造建築物の被害状況 

 
B) 鉄骨造建築物 
被害状況はほとんどが軽微なものであったが、

一部の建築物では甚大な被害もみられた。具体

的な被害としては、ＡＬＣ外壁の剥離、ブレー

スの仕口部溶接破断、柱脚部のコンクリート基

礎のひび割れ等が発生していた。 
 

C) 鉄筋コンクリート造建築物 
ほとんど軽微な被害でおさまっていた。具体的

な被害状況としては、基礎や外壁のかぶりコンク

リートの剥離や、ひび割れ等があった。 
 

D) ブロック塀、その他の構造物の被害 
特に控壁や鉄筋量が不十分なブロック塀につい

ては、転倒が数多く見られた。その他では、学校

の石門や石柱、神社の鳥居といったものに崩壊、

転倒等の被害がみられた。 
また、地域によっては液状化による地盤の不同沈下

が多数見受けられ、構造に関係なく基礎の損傷が多数

見受けられた。 
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ブロック塀の被害状況 

 
4. 活動時に気がついた点 
判定時に気がついた点等を下に記載する。 
① 件数をこなすことで、慣れてきて判定活動も

早く行えるようになったが、最初はどうしても

不慣れな活動であり時間がかかってしまうため、

あらかじめ知識の取得が必要であると感じた。 

② 詳細な判定基準がないためにどうしても判定

結果に個人差が発生する。判定基準については

もう少し詳しい設定を行い、また判定基準につ

いて勉強会等を開催して定期的に周知する必要

があると感じた。 
③ 判定基準の中程度の危険性を指摘する『要注

意』案件について、被害状況が幅広く比較的に

軽少な『要注意』もあれば、使用禁止に近い

『要注意』もあり適切な表現がしづらい。とく

に、基礎の不同沈下等による被害については、

上部構造が無被害や軽微な損傷でも『要注意』

と判定される問題もある。 
④ 判定活動中、住人と会話する中で住宅に関す

る心配事についての相談や、補修工事について

の相談等、様々な相談に乗ることによって、住

民の不安を取り除くことも、活動の中で大切な

ことであると感じた。しかし、どうしても１件

に費やす判定時間がかかってしまうために、今

後は例えば３名を１班とし、うち１名を聞き役

として、住民の方の相談に応じている間に残り

の２名が判定を行うといった迅速化のための工

夫が必要であると感じた。 
⑤ 周辺では道路陥没により徒歩での移動が基本

となり、また判定活動自体もハードな活動であ

るため、体力面、特に足腰の鍛錬が必要である

と感じた。 

 

 

 

 

「新潟中越地震」被災建築物応急危険度判定に参加して 

 

三重県建築士会 三泗支部  瀬河英雄 

 

 新潟中越地方で１0 月 23 日午後 5 時 56 分頃マグネ

チュ－ド 7.3 の地震発生。 

被災者の皆様には、先ずもって心からお見舞い申し

上げます。 

私たち４名も、建築士会から応急危険度判定士として

１１月１日から４日間参加することになりました。今

回の応急危険度判定活動で特に感じたことは、被災地

の住民の皆さんには応急危険度判定は勿論ですが、一

番大事なことは心のケアーで、事務的に判定処理する

だけではなく、住民皆さんの話し相手になってあげる

ことが、大きな仕事であると改めて痛感いたしました。 

さて、判定活動に当ったのは、「栃尾市」でした。

市役所でミーティングし私たちは、西中野俣町と言う

所へ移動し、そこで活動する事になりました。ミーテ

ィングの中で、原則２人１組で判定活動に当ってほし

いとのことでしたが、私たち建築士会は２名より、４

名の方が効率良しとの判断から、１０班・１１班に分

けられましたが、２４軒分４名で活動に当ることにな

った。「これが幸いしたと後で気付くことになる」お

にぎりを買って西中野俣町へ途中道路の亀裂、山崩れ、

屋根瓦が落ちて青いビニールシート等を車中から見な

がら到着し判定活動に入った。 

この地域は村全体が、山に囲まれた農村地域である

が、液状化現象が見られ、田んぼ、畑、道路、いたる

ところで亀裂が生じ陥没している、驚いたのは、前の

庭から建物を横断し裏庭から田んぼにかけて断層亀裂

が入っている状態でした。 

判定活動開始一軒目、先に市役所から連絡が行って

いて何の偏見、疑いもなく歓迎してくれて、内部の説

明等も進んでお話をして頂きました。ただ建物が老朽

化しており地震前の状態が定かでないので地震被害が

どの程度かわかりませんが、お話を聞きながら判断し、

この建物の判定としては建物に傾斜があり、老朽化も

手伝って「要注意」と判定致しました。二軒目からは、

ほとんど住民の皆さんの対応は同じで、お隣が留守だ

と代わりに説明して頂き非常に助かりました。 

ここは豪雪地帯で柱も太く、梁は何重にもなってお

り荷重に対しては十分考慮されていましたが、地震工

学・構造力学から考えると疑問なところではあります。

100 年以上の建物も多く基礎等は玉石のところもあり

ました。 

二日目は三島郡越路町へと向う。役場で資料を受取

り二班合わせて４８軒、但し昨日と違って街の中、こ

こでも住民の方々にどうしたら良いか相談され、いろ

いろ不安を抱えておられるのが良くわかる一面でもあ

りました。さて、なぜ４名かに戻りますが、 

「判定説明及状況等聞役・状況徴収、写真撮影・傾斜、

亀裂測定・判定表」と役務分担することでスムーズに

判定活動が出来ました。まだ時間が足りないのでゆっ

くり話しを聞いてあげられないもどかしさを残すこと

になったのは残念でした。 

一日も早く復興されることを心よりお祈り致します。 

 

第１陣と同時に行った学識経験者の方と（社）三重県建築士事務所協会による被害調査報告の詳細は次のホ

ームページ（http://www8.ocn.ne.jp/~miekai/repoto-niigata.htm）をご覧下さい。 
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新潟県中越地震に派遣され 

 

      三重県建築士会 伊勢支部  濱出進 

 

被災建築物応急危険度判定士として新潟県に派遣さ

れて感じたことは、やはり現場を踏まなければ、被災

建築物応急危険度判定士講習会の講師に役目は務まら

ない・・と言うことである。 

１０年前阪神淡路大震災の時は、ある団体から依頼

されＪＲ六甲道より以東の建築物の被災調査に３日間

関わらせて頂いた時は、建物が被災する・・と言うこ

とよりも街が被災する・・と言うことの大きさに目を

奪われたが、今回は実質的に被災建築物の調査・・と

言う感じであり、被災に合われた方々には申し訳ない

が、今後、起こり得る東海地震・東南海地震・南海地

震にむけて三重県として取り組むべき課題の勉強をさ

せて頂いたのが今回の派遣であった。 

一番必要なのは、応急危険度判定業務をコーディネ

ート出来る人材の育成である。 

これには実際に現場に立つ経験が大いに物を言う。今

後は、どの様な遠方であれ１～２チームの派遣をする

べく予算化が必要である。 

二番目は、コーディネート出来る人材のネットワー

ク化である。各市町村単位が被害情報を把握出し、独

自の判断で初期活動に移行できる体制の確立が必要で

ある。 

三番目は、各市町村（人口とか都市の規模によって

異なるが）での最低限１０チーム（３～４人編成）の

判定士装備品と判定マニュアルの充実と整備である。 

四番目は、被災の拡大を防ぐべく防災マップの整備

拡充である。 

このような視点に立ち被災建築物応急危険度判定士の

講習会に望む講師の意見調整が必要である。 

 

 

 

平成１６年春の建築物防災週間について                          

平成１６年３月７日（日）午後２時から津市の三重

県教育文化会館において、京都大学防災研究所総合防

災研究部門・都市空間安全制御分野教授の鈴木祥之氏

をお招きし、「木造住宅の耐震性と耐震補強」をテー

マに講演会を開催しました。 

 講演では、木造住宅の耐震性について、最近の研究

の成果をご紹介いただくとともに、補強工法ごとの耐

震性能の違いを実験映像も交えながらご説明いただき

ました。また、伝統構法の木造建築物についても、十

分な耐震性を有する構法があることを実験によって示

していただき、建築の専門家だけでなく、一般の聴講

者の方からも非常に参考になったとのご意見が数多く

寄せられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三重県被災建築物応急危険度判定士登録講習会を開催しました。                

 平成１６年度の三重県被災建築応急危険度判定士登

録講習会を下記の３会場で開催しました。３会場合わ

せて１２５名の方に受講いただき、本県の判定士は１

７７５名となりました。万一の地震災害時に備え、応

急危険度判定体制を整備して参りますので、引き続き

三重県の応急危険度判定活動にご理解とご協力をお願

いいたします。また、お知り合いの建築士でまだ判定

士として登録しておられない方に、判定活動の主旨を

ご説明いただき、一人でも多くの建築士の方に本講習

会を受講いただけるようご協力お願いいたします。 

 

・桑名会場（三重県北勢県民局桑名庁舎） 

平成１７年２月７日（月） 本庁舎２階第１会議室 

・伊賀会場（三重県伊賀県民局上野庁舎） 

平成１７年２月９日（水） ７階大会議室 

・熊野会場（三重県紀南県民局熊野庁舎） 

平成１７年２月１０日（木） ５階大会議室Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この度の被災建築物応急危険度判定活動に対し、被災地の住民の方から三重県建築士事務所協会会員の判

定士の方宛の感謝の手紙をいただきました。被災地の住民の方は自宅がどんな被害なのか、住み続けること

ができるのかどうかといった関心が非常に高く、判定士の到着を今か今かと待ち構えているような状況であ

ったようです。こうしたエピソードからも判定士の皆さんの活動が被災地の住民の方から非常に頼りにされ

ていたということをご理解いただけるかと思います。 




